
R5.4.1

　　　全入札者は「工事費内訳書」を提出

＜1次調査＞

　　　低入札価格入札者は「入札価格詳細設計書」、「業者現況調査票」及び「配置予定技術者状況表」を提出

＜2次調査＞

　※　75％以上とする。（小数点第5位まで算出、6位以下切捨て）

　※　75％未満の場合は75％とする。

一般管理費 判定基準 設計一般管理費×30％

直接工事費 判定基準 設計直接工事費×90％

共通仮設費 判定基準 設計共通仮設費×80％

現場管理費 判定基準 設計現場管理費×80％

（２）「調査基準価格」・「最低制限価格」の定め方

算定対象額の工事価格に
占める割合を算出

（直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費
×90％＋一般管理費×68％）／工事価格×100

　「調査基準価格」
　　　　　　　　　　　　　を算出
　「最低制限価格」

予定価格（税抜）×算定対象額の工事価格に占める割合

（３）「判定基準」の定め方

「２次調査」を実施。
履行の可能性を判断するため、業者への事情聴
取、及び「入札価格詳細設計書」による調査を行
い、契約審査会に諮る。

失格
低入札価格入札者がすべて失格となった場
合は、調査基準価格以上での入札者のうち、
最低入札価格者を落札者とする。

履行可能である。

落　　札
※低入札価格で落札した場合の契約保証金は、 契約金額
の３／１０以上とする。
　　また、前金払支払割合も２割以内とする。　＊中間前金は
除く。

　　＜入札＞

「調査基準価格」を下回る価格（低入札
価格）での入札があった。

すべての入札価格が調査基準価格以上であ
れば、最低入札価格でもって落札決定。

落札決定を“保留”し、低入札価格入
札者について「１次調査」を実施。

直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理
費の４つの項目すべてが、「判定基準」以上の価格
で積算されているか否かを調査する。

１項目でもクリアできなかったら失格。低入札
価格入札者がすべて失格となった場合は、
調査基準価格以上での入札者のうち、最低
入札価格者を落札者とする。

４項目すべてクリアした。

「低入札価格調査制度」・「最低制限価格制度」の概要（R5.4.1改正）

（１）制度の流れ

予定価格（消費税及び地方消費税を
除く。）が、５，０００万円以上の工事で
ある。

予定価格～最低制限価格のうち、最低入札
価格でもって落札決定。

最低制限価格制度
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